
 

 

 

 

寒川町介護保険法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

  平成 27 年 6 月 25 日 

 

 

                    寒川町長 木 村 俊 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「3 受給資格証明書 

4 負担割合証  」 

に改める。 

寒川町規則第 25 号 

 

寒川町介護保険法施行細則の一部を改正する規則 

 

寒川町介護保険法施行細則(平成 25 年規則第 18 号)の一部を次のように改正する。 

第 4 条第 2 項を削り、同条の次に次の 1 条を加える。 

(被保険者証、負担割合証等の再交付) 

第 4 条の 2 省令第 27 条第 1 項及び第 28 条の 2 第 4 項に規定する申請書は、介護保

険被保険者証等再交付申請書(第 4 号様式)とする。 

第 15 条第 1 項中「100 分の 90」の次に「(法第 49 条の 2 の規定が適用される場合

にあつては 100 分の 80)」を加える。 

第 18 条に次の 1 項を加える。 

3 省令第 83 条の 2 の 3 及び第 97 条の 2 の 2 に規定する申請書は、介護保険基準収

入額適用申請書(第 25 号の 2 様式)とする。 

第 20 条に次の 1 項を加える。 

4 省令第 83 条の 6 第 2 項(省令第 97 条の 4 において準用する場合を含む。)に規定

する同意書は、介護保険負担限度額同意書(第 31 号の 2 様式)とする。 

第 4 号様式中「第 4 条」を「第 4 条の 2」に、「3 受給資格証明書」を 

 

 

第 5 号様式及び第 6 号様式中「経過的要介護」を削り、「を作成する」を「の作

成、地域ケア会議における個別事例の検討、指定介護老人福祉施設又は指定地域密着

型介護老人福祉施設への入所の検討その他これらに類する目的の」に改め、「意見及

び主治医意見書を」の次に「地域包括支援センター、」を加え、「居宅サービス事業

者又は」を「居宅サービス事業者若しくは」に改める。 



 第 7 号様式から第 9 号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        



第 11 号様式から第 13 号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  



「 

 

第 14 号様式中                                                                                                                                                                

                                  」                                             

「 

 

に改める。 

」 

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定審査会の意見

及 び サ ー ビ ス 

の 種 類 の 指 定 

 

利用者の負担割合 割 (住所移転前の負担割合) 

認 定 審 査 会 の 

意 見 等 

  

を 



 第 20 号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 23 号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第 25 号様式の次に次の 1 様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第 29 号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 31 号様式の次に次の 1 様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 27 年 8 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。ただ

し、第 5 号様式から第 9 号様式まで及び第 11 号様式から第 14 号様式までの改正規

定は、公布の日から施行する。 

(準備行為) 

2 施行日以降に支給する特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービ

ス費に係る介護保険負担限度額認定証の交付に関し必要な行為は、同日前において

も、この規則による改正後の寒川町介護保険法施行細則の例により行うことができ

る。 


